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当社に対する訴訟の提起に関するお知らせ 

 

当社は、平成 26 年 10 月 10 日付けで訴訟の提起を受け、本日、東京地方裁判所より訴状を受領い

たしましたので、お知らせいたします。 

記 

１．訴訟の提起があった機関及び年月日 

  東京地方裁判所 

  平成 26 年 10 月 10 日 （当社への訴状送達日 平成 26 年 10 月 21 日） 

 

２．当該訴訟を提起した者 

  (1)会   社   名： 株式会社 MAG ねっとホールディングス 

  (2)代表者の役職・氏名： 代表取締役 大島嘉仁 

  (3)所   在   地： 東京都港区南青山二丁目２番８号 

 

３．訴訟の原因及び経緯等 

株式会社 MAG ねっとホールディングス（以下、「原告」という）は、当社のかつての親会社

でありました。原告は、当社が日本振興銀行株式会社から借入れを行った際に、原告が保有して

いた当社の株式（以下、「本株式」という）を当該借入債務（以下、「本債務」という）の担保と

して担保提供しておりました。 

その後、原告の当時の親会社が民事再生手続開始の申立てを行ったため、日本振興銀行株式会

社は、当社に対して本債務の期限の利益を喪失させる旨の意思表示を行い、担保権を実行し、本

株式を売却致しました。 

このため、原告は当社に対し、物上保証人の求償権に基づくものとして以下の金員を請求して

いるものです。 

 

４．当該請求の内容及び請求金額： 

（１）内容 ： 原告の出損額、同出損額に係る法定利息 

本株式の売却に要した費用、同費用に係る遅延損害金 

  （２）請求金額：１億９，３８８万円及び内金９，５５２万５，８４３円に対する平成２１年 

４月２４日から、内金９，７３３万６，２８８円に対する同月２７日から、 

内金１０１万７，８６９円に対する訴状送達の日の翌日から、いずれも支払済

みまで年６分の割合による金員 

 

 



  

５．今後の見通し 

当社は、原告の求償権について、財務諸表上、債務として計上済ですが、原告の請求について

は、原告の主張内容を精査し、当社の主張を行っていく予定です。今後、開示すべき事項が生じ

た場合は、速やかにお知らせいたします。 

以上            


